
　本市においてはシステム毎に業務主管課及び
受託事業者が違う。
本市が求めるデータ連携を実現するため、
関係各課及び他システム受託者との連携内容の
調整確認、テスト及び切替え時期の調整、課題
管理など主体的に実施すること。

　認識のとおり。

　認識のとおり。

　認識のとおり。
　標準オプション機能をパッケージ機能として
提供すること。ただし、導入するパッケージに
おいて実現していない又は、業務が十分に遂行
可能な業務要件に満たない場合、担当課と協議
し、業務が十分に遂行できる代替案ないし運用
回避案を提示すること。



　稼働時点で、本市の指定する要件を満たす
リソースを確保し本市の承認を得ること。
　また、可動後のリソース変更については本市
と協議し、運用上支障がないと判断された範囲
においてリソースの変更は可能。

　認識のとおり。
　現行ベンダとの課題解決や進捗管理も含め
主体的に調整、行動すること。

　業務時間外に各区、総合支所の執務室での
研修を想定しているが、実施出来ない場合は
受託者が研修場所及び、研修環境を準備する
こと。

　認識のとおり。

　認識のとおり
　10（2）⑪に記載のとおり本市が指定、又は
承認した場所においてオンサイトでの対応を
行うこと。

　契約後14日以内にプロジェクト計画書と
合わせて提出すること。




